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日本の住宅産業は現在激動期 にあ り,生 産性の向上,建 設 コス ト縮減,生 産システムの変革,ア カウンタビリティ等

が今 日的課題 となっている。本研究では,公 共ならびに民間において住宅生産システムの諸課題 に対 して現在取 り組 ま

れつつある動向を調査 し,そ の整理を行 うこと,学 際的原理を持 ち込むことによって住宅生産システムの革新の可能性

を検討すること,さ らにそれらの考え方 を具体的に適用 して住宅産業の変革のシナリオを仮説的に描 くことを目的とし

た、,様々な課題に対 して,住 宅生産システムに生 じている新 しい動きについて,そ の現状 と問題 を包括的にまとめると

ともに,そ れらを補完する新たな解決手法を独自に提案 している。
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 The housing industry of Japan has changed. It is a latest problem to improve productivity, to reduce the construction cost, to 
revolutionize the production system, and to establish accountability for the housing industry. In this research, the authors aimed to 

survey the movement in public/private organizations with various problems of the housing production system, to examine the 

possibility of the reformation of the housing production system, and to present a scenario of the revolution of the housing industry. 
A new solution technique with which they are supplemented is proposed originally.

1.は じめに

1.1研 究の背景

日本の建設産業 は現在激動期にある。住宅産業もその

例外ではない。建設活動の国際的相互参入,制 度 ・資格

の国際的標準化の動 き,日 本の建設工事費の高止 まり現

象,規 制緩和,設 計 ・施工双方での重層構造,流 通の多

段階性,顧 客満足度重視の指向,発 注者のプロジェク ト

への関与/要 求の度合いの強化 ,そ して経済の低成長,

さらにはゼネコンスキャンダルなどがその背景にある。

このような背景から,住 宅産業においても生産性の向

上,建 設 コス ト縮減,生 産システムの変革,ア カウンタ

ビリティ等が今 日的課題 となってお り,公 共,民 間を問

わずこれらの諸課題に取 り組みつつある。 しか し,有 効

な手段 ・方法が見出されているとは言い難い。その理由

としては,3つ が考えられる。1つ はそれらの課題で目

標 とするビジョン,姿 が明確にできていないこと。2つ

は,し たがって現状 と目標のギャップが見えておらず,

「解 くべ き問題」が定義できず,ど こを攻めればよいの

か,現 行の しくみの何 を変革すべ きか明確 にで きていな

いこと。3つ は住宅産業内の過去の経験 と知識に基づい

た範囲で改善方策 を模索 してお り,他 産業 ・他分野で開

発された技術 ・手法が住宅産業の場に組み込まれていな

いことによる。著者 らが過去に行 った公的発注者 ・設計

事務所 ・建設業の多 くの実態分析からもこのことが明ら

かである。要は新 しい枠組み,ア プローチか らの検討が

不可欠な状況にあるのである。

1.2研 究の目的

そこで,本 研究では,現 在,公 共ならびに民間におい

て住宅生産 システムの諸課題に対 して取 り組まれつつあ

る動向を調査 し,そ の整理を行 うこと,さ らには学際的

原理を持ち込むことによって住宅生産システムの革新の
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可能性 を検討すること,さ らにそれらの考え方 を具体的

に適用 して住宅産業の変革のシナリオを仮説的に描 くこ

とを目的とした。ここでいう学際的原理とは,① 数理計

画法,② 進化経済学,③ 情報システム,④ 顧客満足,⑤

意思決定原理 など,他 分野 において,実 用化に向けて研

究が行われつつある考え方を指 している、,

2.住 宅生産システムの現状と問題

1章 の背景で述べた様々な課題に対 して,現 在,住 宅

産業,住 宅生産システムならびにその環:境に各種の変化

や新 しい動 きが生 じている。具体的な事例は4章 で述べ

るが,こ こではそれ らの現状 と問題 について包括的にま

とめる。それらは,大 きくは以 卜'に述べる8つ の観点に

分けることができる。

2.1国 際化/環 境変化 による変貌

住宅生産システムの変貌で まず取 りヒげるべきは,国

際化の動 きが急なことである,プ ロジェクトの関係者を

大 きく,建 築主,設 計者,施 工者に分けると,そ れらが

すべて同じ国である場合もあるし,異 なる国の場合 もあ

る。この関係 に建設場所の問題が加わる,,こ のようにし

て,プ ロジェク トは多国籍チームで行われる可能性が高

くなっている。したが って,UIA(国 際建築家連合)を

中心に行われようとしている建築家の相互認証制度の問

題,APECで 検討 されているProfessionalEngineer資 格の

相互認証の問題等の解決が重要性 を持って くるのである。

また,ISO9000s(品 質管理の 国際 規格)やISO10006

(マネジメン トの国際規格)な どプロジェク トの品質面

での手川頁・記録 ・トレーサ ビリテ ィを高めることも国際

的な相互認証の もとで行われつつある。ISO9000sに 関 し

ては,日 本国内で も施工者を中心 に既に1500社 を超える

企業が認証 を取得 している。いずれ公共発注 一r事ではそ

の取得が入札要件に課される可能性 もある。

さらにISOI4000(環 境管理)の 認証を取得する企業,

地方 自治体 も増加 している。一一方でIS()1600⑪(安 全管

理)の 方面でも今後国際標準の動 きが進展すると予想さ

れる。

2.2法 制度上の変革

建築基準法の改正は既に行われたところであるが,大

きな流れとしては,仕 様規定型の法制度,設 計図 ・仕様

書体系から性能規定型の体系へ と変化 しつつある。さら

に,平 成11(1999)年6月 に公示された 「住宅品質確保推

進法」 によれば,消 費者保護iのウ1場が より強 く打ち出さ

れてお り,先 に制定 された 「製造物責任法(PL法)」 と

ともに,生 産者側の責任が より厳格になっている。これ

らの法制度改正に対する生産者側の対応は不 卜分な状況

にある。また,最 近では,従 来曖昧に処理 されてきた小

規模建築一1二事の 「工事監理業務」 を見直 し,よ り明示的

な形で,設 計 ・監理者の責任の範囲を明確 にする方向に

動 きつつある。

2.3生 産システムの変革

生産システムの変革では,様 々な部分的改良 ・改善の

動 きがある。 しか し,部 分的な改良 ・改善では全体 とし

ての効果に疑問があるため,生 産システムの全体を見定

めた変革研究がい くつかのグループで開始 されている。

たとえば,製 造業 ・流通業を中心に研究が進んでいるサ

プライチェーンの概念を生産システムの中で検討する動

きや,物 流 ・情報流通を生産システムの川上か ら川下ま

で一一貫 して整合的にとらえようとする研究 などである。

ただ し,こ れ らはまだ実践的適用の域には達 していない。

また,観 点は異 なり,し かも海外の例ではあるが,一 般

の消費者で も利用可能な簡単な設計CADソ フ トを流通

市場にお き,そ の利用者が自ら設計を行い,工 事費の概

要をつかみ,住 宅部品 ・部材一式の発注がで きるシステ

ムが運用 されている。

2.4建 設産業のアカウンタビリティ

建設コス トの不透明性,ゼ ネコンスキャンダル,情 報

公開のうね りの中で,建 設産業のアカウンタビリティ,

建設生産 システムのアカウンタビリテ ィ,公 共事業のア

カウンタビリテ ィなどが社会的に要請されるようになっ

ている。これらはいずれ様々な主体,シ ステムに対する

アカウンタビリティの要求 として広がる可能性が高い。

たとえば,在 来軸組木造住宅,プ レハブ住宅などの生産

システムに関 してもその対応が必要となろうし,む しろ,

そうすることが競争優位に立つ可能性がある。

2.5情 報化による革新

建設省の建設CALS(生 産 ・調達 ・運用支援統合情報

システム),CI-NET(建 設産業情報 ネ ットワーク),通

産省のKISS健 設資材カタログの電子データ化)な ど,

公共主導で生産システムの情報化 に向けた活動が活発で

ある。一一・部実用化の見えたものもあるが,研 究段階の域

を出ていない、,一方,民 間では急速に情報化が進行 しつ

つある。たとえば,イ ンターネッ トを利用 した取引,ゼ

ネコンやCMr(コ ンス トラクションマネージャー)に よ

る既存の ド請協力会組織にこだわらない専門工事業者の

募集,専 門工事業者による自社の工事内容 ・工事単価の

公表,イ ンタ…ネット利用によるチーム設計 ・情報共有,

賃貸住宅のインター一ネッ ト上の情報公開などである。こ

のような情報がいかに与信を獲得するか(た とえば保険

制度)に よって,情 報化の進展は住宅生産システムの革

新につながる可能性が高まる。



2.6ソ フ ト技術競争の時代

ハー ドな技術に関 しては,資 金的,人 的能力の高い企

業が競争優位 に立つが,ソ フ トな技術に関 しては必ず し

もそうではない。現実 に,CM/PMサ ービスを提供す る

小規模組織が急激に増加 している。このような中で,日

本建築家協会ではCMマ ニュアルを作成 し,ま た建設省

で もCMガ イ ドラインを策定 している。

2.7プ ロジェク ト関係者及び相互間の変革

ソフ ト技術競争の時代であることと相互依存的である

が,現 在,多 様 なコンサル タントが出現 している。経済

の低迷に伴 うゼネコンのリス トラがこの動 きに拍車 をか

けている。そこで問題になるのが資格である。現在,建

設産業における業務独占的な資格 には,建 築士,技 術士

などがあるが,そ れらでは規定できない多 くのサービス

の提供 を行っている。法的な制約はないが ,現 在新 しい

資格制度 としてあるのが,PM資 格,コ ス トエ ンジニア

資格等である。いずれ法的な資格 と任意資格 とのす り合

わせが必要となろう。いずれにせよ,こ れらのコンサル

タン トの出現は,プ ロジェク ト関係者間を規定 していた

従来の慣行を大きく変える可能性がある。

さらに,専 門工事業団体か らも数々の変革ビジョンが

発表 されている。

2.8調 達 方 式 の 多 様 化

建 設 産 業 政 策 大 綱 等 で 示 され た公 共工 事 で の調 達 方 式

の 多 様 化(デ ザ イ ン ビ ル ド,技 術 提 案 総 合 評 価 方 式 ,

pFI(privateFinanceInitiative))も さ る こ と な が ら,民

間 ベ ー ス で 実 に多 様 な調 達 方 式 が 出 現 して い る。 た と え

ば,建 築 主 あ る い は デ ベ ロ ッパ ー に よ る工 事 の 分 離 発 注 ,

CMrの 採 用,専 門 工事 業 者 とゼ ネ コ ン と のJV(ジ ョイ ン

トベ ンチ ャ ー),住 宅購i入者 の イ ン タ ー ネ ッ ト募 集 な ど。

調 達 方 式 の 多 様 化 は,一 方 で そ の 選 択 ・評 価 の 能 力 が 必

要 と な る。 プ ロ ジ ェ ク トの用 途,性 格,規 模,建 築 主 の

能 力 な ど に よっ て,最 適 な調 達 方 式 が 異 な るか らで あ る。

こ れ ら は研 究 の 余 地 が あ る。

者の視点から構成 されてお り,発 注者/消 費者の視

点が弱い。これは,前 章の 「法制度上の変革」「建

設産業のアカウンタビリティ」「調達方式の多様化」

に対する積極的な回答が用意されていないことを示

している。

(2)住 宅生産システムの要素検討の必要性

住宅生産 システムの革新を考える場合,現 在住宅生

産システムを構成 している要素を洗い出し,そ の要

素 ごとの吟味 と要素間の関係を再構築する必要があ

る。 しか し,こ の検討はこれまで特定の生産組織ご

とに別個に進められてお り,消 費者を含めた生産シ

ステムの要素分解,さ らに要素間の関係については

示されていない。これは,前 章の 「国際化/環 境変

化による変貌」「生産システムの変革」「プロジェク

ト関係者間及び相互間の変革」への対応が十分でな

いことと言 える。

(3)住 宅情報流通の問題

住宅生産システムの革新 には3つ の方法がある。1

つはハー ドなシステムの革新であり,2つ はソフ ト

なシステムの革新であ り,3つ は情報流通の革新で

ある。特 に,前 章の 「情報化による革新」「ソフ ト

技術競争の時代」 という環境変化を考 えると,住 宅

情報流通の問題を中心 に検討する必要がある。その

要点は,以 下3点 である。

①流通させるべ き住宅情報の検討

②住宅情報流通システムの検討

③技術的/経 済的成立条件の検討

このように,住 宅生産システムの環境条件の分析から,

解 くべ き問題 として3つ の課題 を提示することができた。

これらの課題のうち,い くつかは既 に萌芽的なが ら解決

に向けて動 き出 している。 しか し,そ の動 きは課題 を網

羅 したものでな く,解 決に至らない部分 もある。以下で

は,こ のような動きを4章 でレビュー し,分 析 ・評価す

る。 また,住 宅生産システムの革新へのシナリオ及び課

題の解決方法 として,筆 者 らによる新たな提案 を5章 に

示す。

3.解 くべき問題の提示

以上述べて きたように,住 宅生産 システムを取 り巻 く

環境には,様 々な変革や変貌が生 じている。 しか し,既

存の住宅生産システムは,こ うした環境変化に十分対応

できているとは言えない し,住 宅生産システムの革新の

ビジ ョンが示 されているわけでもない。

では,住 宅生産システムの現状 と目標のギャップ,言

い換えれば 「解 くべ き問題」は何か。それは,次 の よう

にまとめることがで きる。

(1)消 費者本意の視点の欠如

既存の住宅生産システムは,設 計者,施 工者,生 産

4.住 宅生産 システムの変革 ・革新の萌芽的動向の レビ

ユ 幽

本章で取 り上げる 「萌芽的動向」は6件 にまとめられ,

前章で示 した課題 とは表4-1に 示すように対応づけられ

る。「萌芽的動向」の具体 的な内容は表4-2に 整理 した

通 りである。

以下で,こ れらについての分析 ・評価 を行 う。

4.1消 費者本意の視点への事例

(A)カ ウンセラーとしてのCMr

当該コンサルタントは,事 務所設立か ら約1年 半が経



過 している。所員数10名,外 部スタッフ4名(必 要に応

じて業務委託)の 規模で,主 として市場調査,建 築企画,

発注者の疑問/悩 みを十分に聞 き,そ れらに対 して臨機

応変 に対応する機動力によって発注者の評価を得ている。

言わばカウンセラー的な行動様式である,,コ ス ト情報,

VE事 例 情 報 を 豊 富 な 人 的,組 織 的 ネ ッ トワ ー ク か ら入

手 し,そ れ ら を デ ー タベ ー ス 化 して い る。 さ ら に,発 注

者 へ の説 明 責 任 と して,工 期,コ ス ト,品 質 な ど の計 画

か ら確 定 まで の 一・連 の 流 れ を 明 示 的 にす べ く,そ の シス

テ ム を構築 中で あ る 。



コス ト縮減に関 しては,多 くのCMサ ービスで行われ

ている,専 門工事業者の価格競争 による入れ替えシステ

ムは不当な賃金カットにつながるおそれがあるとして採

用 せず,あ くまで もVEIVM(ValueManagement)と し

てのコス ト縮減を中心に行 っている。

受注先は流通施設,集 合住宅など,従 来,発 注者 と設

計者,発 注者 と施工者が固定的関係で結ばれていたプロ

ジェク トにも広がっている。

わずか1年 半の活動で当該 コンサルタン トの総括 はで

きないが,カ ウンセリングによる顧客満足の獲得,VE

提案によるコス ト縮減など一定の成果が上がってお り,

仕事の領域は拡大 している。

問題点は2つ ある。1つ はCMrの 建設産業での認知度

の低 さであり,市 場が未成熟であることである。2つ は

CMrの 認知度の低 さに関係するが,発 注者においては,

CMrを 採用する際に,発 注者組織内部 に対 して,い かに

従来の設計施工方式なり設計 ・施工分離方式 と比較 して

CM方 式に優位性があるかを説明で きるかであ り,設 計

者 ・施工者に対 しては,CMrの 役割,立 場,業 務内容を

いかに理解させるかである。むろん,す べてのプロジェ

ク トにCM方 式が適切であるとは限らないことは言 うま

でもない。

(B)官 民一体 となった住宅性能表示への取 り組み

地方公共団体が発行する住宅建設コス ト低減アクシ ョ

ンプログラムの一連の施策は,設 計,流 通 を含む住宅産

業界の活性化 をはかるとともに,県 のやる気 を示すこと

となった。直接的な成果は,従 来全 く接触のなかった住

宅産業界の優秀な企業 と県 とが 「県民住宅」のために同

じ土俵で議論する機会を作ることができたことである。

テーマは住宅 コス ト低減,推 奨する住宅の性能 ・仕様,

設計 ・流通 ・施工の連携などであった。その交流会の中

で,消 費者のためには,性 能が分かること,そ れが正 し

く確保 されていることが確認できることが重要であると

の認識 に至 り,「安心 ・信頼住宅」普及交流会が正式 に

発足 し,目 標 を 「住宅性能自主表示制度確立」 として活

動 した。その成果が 『住宅性能表示 シー ト案』 として刊

行 された。シー ト案は,消 費者 と生産者が契約に先立ち

確認すべ き事項,施 工段階で確認すべ き事項が詳細 にわ

たって消費者にも分か りやす く記述 されている。 シー ト

案は本年度,実 プロジェク トにおいて試行 されている。

戸建住宅において,従 来不明確 となっていた工事内容

を消費者 と生産者が詳細 にわたって確認することにより,

その間の紛争 を未然に防ぎ,さ らに,欠 陥住宅の発生 を

防いでいる。

このシー ト案は住宅性能表示の第1歩 の段階であり,

い くつかの課題が残 されている。設計 と監理の扱 い,消

費者に一定の知識が必要なことなどである。 また,シ ー

ト案作成開始時点では日程に上がっていなかった 「住宅

品質確保推進法」が,平 成12(2000)年 度 には施行 される

ことになり,当 該県が先行 したがゆえに今後の国の制度

との整合性 をはかる必要が生 じている。

4.2住 宅生産システムの要素検討の事例

(C)設 計事務所のネッ トワーク化

当該 システムは1998年9月 に発足 した。住宅の場合で

20業種に及ぶ専門工事業者に建築主が直接工事 を発注す

る 「分離発注」のノウハウをシステムの会員である設計

事務所へ提供するほか,建 材 も割安で提供する。

分離発注には知識 と専門工事業者の確保が必要であ り,

また,他 人任せにできずに責任は重 くなるが,最 大のメ

リッ トは建築費の抑制であ り,オ ープンネットワークで

設計事務所を組織化 しスケールメリッ トを狙 っている。

日本の住宅建築は材料 と工事費 を一括 した 「材工一式

価格」が一般的で,コ ス トの監視が難iしいが,「 どんぶ

り勘定」か ら積み上げ式への変化が本 システムの狙いで

ある。

システムの主宰者である設計事務所は1992年 からこの

分地発注方式 を始めたが,1998年 時点で,全 国約100件

の実績がある。住宅プラン集の閲覧や コンサルティング

の仲介なども計画中である。

前者は,会 員である設計事務所が設計 した住宅のプラ

ンをホームページ上に集め,閲 覧できるようにするもの

で,他 の会員はその中から必要なプランを設計 した設計

事務所に対価 を支払 うことで購入できる。当該企業には

手数料が入る。

後者は,ホ ームページ上 に登録された各会員の得意分

野について,建 築主がコンサルティングを受けられると

いうもの。報酬額は当事者間で決め ,そ の10%を 当該企

業が受け取る。

会員設計事務所は,建 築手法のノウハ ウや,単 価情報

を調べることができる。

今後は,完 成 した建物の質を確保するシステムも構築

予定であ り,大 手損害保険会社か ら,工 事費の0.5%の

保険料で2年 間補償する保険商品を購入することになっ

ている。

「すべ て業者にお任せが よい」 とい う消費者にとって

は面倒 な方式であるが,面 倒 な分だけ,重 要な部分での

意思決定への参加,無 駄な費用の削減,質 の向上,透 明

性の確保 などのメリットがあ り,建 築主主導を促進する

方式である。

このシステムの拡大に向けてい くつかの課題が残って

いる。

建築主 を獲得 していかなければならないが,大 企業の

ように大々的な広告戦略を採ることが資金の面から難 し

いo



また,完 成建物の保証システムにあっては,新 たに加

入 してくる会員の技術力の把握が難 しい、,万…未熟な会

員が トラブルを起こした場合,シ ステムそのものに悪影

響を与えかねない。

そ して,建 築主主導を求めるために,建 築主業務が従

来と違って煩雑になるという問題点は残 っている,,

(D)既 存協力会に拘らないSC(サ ブコン)募 集

当該企業は1998年9月 よりインター一ネットを利用 して

新たな協力会社の調達 を行っている。これは,優 秀で低

コス トの工事がで きる協力会社を広 く公募するもので,

同時に工事量の減少に悩む専門工事業者にとっても,自

らの技術を売 り込む新たな機会を得ることができるよう

になっている。

当該企業では,こ れまでも新規の専門工事業者に窓口

は開いていたものの,イ ンターネットで呼びかけを始め

ることで,一 層優秀な業者の開拓になるものと期待を寄

せている。

インターネットに掲載 される情報は,L資 格 要件,

2.対 象 となる工事,3.提 出資料,4.提 出期限及び

提出方法,5.資 料提出先である。

既存の協力会社 に拘 らず,新 規の優良な協力会社を開

拓 し,よ り安価でより良い品質の調達 を目指 している。

また,開 放された市場での競争原理を働かせることによ

り,在 来からの協力会社の意識改革 と競争力の強化 を目

指 している。

実施工事を行い,最 終評価が出るのは2000年 末になる

予定であるが,建 築工事における初めての取 り組みは非

常に良好な結果 を得ている。

現在のところでは良好な結果を得ているものの,新 た

な取引 を行 うSCの 技術力の評価,そ れ に伴 う工事完成

保証 には問題が残ってお り,ま た,SCの 競争原理 によ

るSCの 業務範囲の拡大,そ れに伴 う適切 なSCの 育成に

は問題があると言える。

(E)SC公 募による分離発注

総合建設会社(以 下,ゼ ネコン)の …括発注を見直 し,

分離発注の拡大を模索 しているケースが増えている。当

該企業では,下 請の重層構造 にまつわる中間マージンを

極力排除することによってコス ト縮減をはか り,積 極的

なコミュニケーションによる品質の向上を目的として,

1998年10月 よりゼネコンを通さず専門工事業者への直接

発注を始めている,、

ゼネコンの総合力は,大 規模工事や難工事には生かさ

れるが,小 規模工事では生か されず,か えってコス ト高

の原因となる。建設費10億 円以下のマンションではゼネ

コン任せでは発注価格 を今以Eに 下げるのが難 しいと判

断 し,直 接施工の道を選んでいる,,ま た,元 請だけでな

く,下 請の重層化によるそれぞれの会社の間接費用 もコ

ス ト高の原因となるため,1次 下請にしかできない工事

は1次 下請に発注するが,3次 下請で十分なものは3次

下請に発注 してコス トの削減を狙っている。

当該企業では,施 工管理業務をできるだけ専門工事業

者に押 しつけず,自 らが担当する。施工管理には手間が

かかるが,と にか く自ら汗をか くことによりコス トの削

減を狙っているのである。

このような施工体制を敷 くことにより,コ ス トが下が

ることに加え,VE提 案の導入が しやす くな り,品 質の

向上 も促進することができる。

当該企業ではこのような施工体制を敷 くことによ り,

2割 のコス トダウンを目標 としている。このコス トダウ

ンの中には,VEに よる減額 も含 まれている。

この方式を開始 した時点では,直 接施工現場 は1年 間

に10カ 所程度であったが,今 年に入 り上方修正 してお り,

今年度中に着工する現場は,ビ ジネスホテルも加わって

最終的にユ2～ユ5カ所 になる見込みである。現在では首都

圏に限定 して行われているが,こ の試みが軌道に乗れば,

大阪,名 古屋の都市圏で も同様の手法 を展開 してい く見

込みである、,

この事例でのコス ト縮減が 自社経費 も含めてのコス ト

ダウンにつながるのかどうかは疑問である。また,こ れ

はパワーユーザーだけが得するシステムになりかねない

というのも問題点 として残る。

4.3住 宅情報流通の事例

(F)イ ンターネットによる住宅購入者募集

当該企業はユ999年より住宅購入希望者 を組織化 し,共

同購入で住宅メーカーに値引 きを求めるサービスを始め

ている。このサービスは,家 を購i入する予定の消費者が

組織 に入会し,シ ステムに登録することにより同じ時期

にマイホームを購入する消費者を組織化 して,メ ーカー

サ イドの広告宣伝費 と営業経費の削減をはか り,団 体割

引を可能にしている。 これらの消費者を集約 して随時ハ

ウスメーカーに紹介しているのでメーカーにとっては 「大

型顧客」 となる。割引率は多少変動はあるものの,常 に

10%を 目標にし,ア フターサービスも万全なシステムを

目指 している。このシステムの入会金や会費は一切かか

らず,当 該企業側の報酬は,値 引 き額の15～20%で ある,

この システムは全国的に活動 を進 めているが,毎 日

100件 以上の問い合わせがあ り,初 年度30億 円の契約,

1億 円の手数料収入を見込んでいる。

このようなシステムでは,規 格型の販売になりがちで

あ り,消 費者ニーズがどこまで盛 り込まれるか という問

題がある。また,不 動産仲介 という形を取 っているので

法的な諸問題についても考慮が必要であろう。



5.解 法の提示

以上のような事例 をふまえ,筆 者 らが別の観点から検

討 した考え方を,以 下で3項 目に分けて述べる。

5.1住 宅生産における顧客満足

建築主の要求の多様化 と住宅生産に関わる建築家 ・設

計事務所,大 工 ・工務店,建 設会社等の生産組織の提供

するサービスのばらつ きが原因とな り,建 築主と生産組

織 との組み合わせが適切に行 われな くなっている。結果

として得 られた住宅に満足 していない建築主が多 くなっ

てお り,こ のような状況に生産組織がどう応えるかが大

きな課題 となっている。

特に,建 築家 ・設計事務所(以 下,設 計事務所)に 絞

ってみても設計事務所が提供する個々の業務に関して,

建築主の事前の期待度と事後に下す評価 との関係がかけ

離れていることが多い。すなわち,図5-1に 示す ように,

事前の期待度が高 く事後の評価が低い 「予想外の不満」

に分類 される業務 の存在である。具体的には,「 プロジ

ェク トの予算計画」「チーム編成 と指揮」「コス トコント

ロールカ」「工事費概算 書の作成」「見積内容検討 ・調

整」「完成後のアフターケア」「維持保全計画」の項目で

ある。 これらは建築生産プロセス上で言えば,プ ロジェ

ク トの初期,竣 工後に必要とされる業務,な らびにコス

ト関連の業務である。

建築主の顧客満足を高めるための課題は,以 下のよう

に考えられる。

①基本的な業務の充実

基本的な業務については各生産組織が重点的に提供 し

ていることを建築主に納得させ,信 頼 と期待 を勝ち取る

必要がある。基本的であ りなが ら提供状況が十分でない

業務は,そ れを提供できる,し かるべ き生産組織が建築

主の期待に応えねばならない。現段階では,住 宅生産組

織にあってはこのような類型化や業務規定の多様化が公

式に行われていない。

②付加的な業務の充実

建築主の期待が高い付加的な業務 としては,マ ネジメ

ント関連の業務が多い。これらについては,住 宅生産組

織の意識改革を促 し,提 供者数の増大,提 供の質の充実

をはかること,さ らに個別の生産組織において提供の質

の向上をはかることが求め られる。

③新たな業務の創出

建築主が 「期待 していない」業務ではな く,「予期 し

ていなかった」新たな業務を重点的に実施 し,建 築主を

予想外に満足 させるような戦略が現状では存在 していな

い。潜在的需要の高い領域 に新たな付加業務 を創出する

ことが求め られる。

このように,住 宅生産組織が今後充実させるべ き新業

務 を,建 築主の満足度を高める業務の観点から抽出 した。

ここにいう新業務 とは建設大臣告示1206号 や建築家団体

の業務基準 に該当しないにもかかわらず,建 築主からの

顕在的あるいは潜在的要求の強い業務である。それらの

要求を受けて経営 コンサルタント,設 計事務所,建 設会

社等が一部業務提供 を開始 したもの もしくはその可能性

が高 い業務 もある。設計事務所 について,新 業務 を表

5-1に 示す。これは,米 国のAIA(ア メ リカ建 築家協

会)文1>,英 国のRIBA(王 立英国建築家協会)文2)等 諸外

国の建築家団体の動向分析 ならびに実務家へのインタビ

ューにより作成 された。

実際に見 られる新業務の多 くは,コ ス ト関連の業務で

ntJ-一 一1堰 只曾lfliON二 》ノ¶勘る居 畠

建築主がこうした不満をいだ く原因は次の2種 類 に区

別することができる。1つ は,各 設計事務所 において当

該業務が重視 されていないこと。建築主 と個別設計事務

所の間で住宅の設計に際 して提供すべ きサービスの質に

ついて認識の違いが存在 していることである。もう1つ

は,業 務 を提供する設計事務所の絶対数が不足 している

こと。これにより,本 来の水準まで業務の提供が行われ

ていないことがある。これらは,設 計事務所以外の住宅

生産組織 にも通 じるものであ り,要 は各社が自らの得意

領域,不 得意領域 を意識せず,そ れを建築主にはっきり

と説明できていないのである。



ある。さらには,分 離発注を含む発注代行,VE及 びCM

がある。

設計事務所は,得 意分野に専門分化すると考 えられ,

たとえばマネジメント業務など自らでは提供できない業

務領域が増える。さらに,こ れ らに該当する新業務を提

供するためには特殊な技術 ・ノウハ ウが求められ,必 ず

しもすべてを設計事務所が行うことはで きない、,したが

ってこの種の業務 を提供できない設計事務所は,プ ロジ

ェク トごとにマネジメント業務あるいは新業務 を提供で

きる設計チームを臨時的に編成 し,調 整を自らが行 うか,

第三者に行わせねばならない。このような組織編成技術,

組織デザインの業務はたとえ住宅であって もプロジェク

トが大規模,複 雑,長 期になるほど重要 となる,,

特に,プ ロジェク ト全体にわたって包括的に行うコス

トエンジニアリングが必要となる,,プ ロ ジェクトの各段

階で常 に適正なコス トバランス(デ ザイ ン・仕様 グレー

ド等),そ れ に見合ったデザイン,構 法,工 法,設 備,

仕様を査定 し,設 計変更等の調整を行 うことにより,コ

ス トコン トロールを行うことが求め られる。建築主は技

術的根拠のある見積結果を当該業務に求めている。見積

内容の検討には,専 門工事 ごとの相当程度の知識を要す

る。高度な知識 と当該工事の責任 ・権限を持ち,必 要に

応 じて分離発注あるいは発注者の代行によって実効性の

ある調整 と発注 を行 う必要がある、,「分離発注 を含む発

注代行」業務への建築主の期待は大 きく,欧 米で広 く普

及 しているCM方 式 においても,こ の種の業務が設けら

れている。

今後,住 宅のス トック維持が重視 される状況の中では,

完成後業務の再編成 とそれらの提供が重要な業務 となる

ことが予想 される。

5.2住 宅生産に関わるコンフリク ト問題の解決

各主体の利害が対立する意思決定問題をコンフリク ト

問題 という。「コンフリク ト」 とは,「何 らかの点で違い

がある人や社会が緊密 に接触するとき,そ こにものの考

えや価値観や利害に衝突が生 じている状態」と定義でき

る。

ここでは,コ ンフリクトモデルの考え方 を用いて,住

宅供給に関わるコンフリク ト問題を分析するシステムに

ついて述べる。

コンフリクトには利害の対立する当事者がいる。これ

を 「プレイヤー」 と呼ぶ。当事者すなわちプレイヤーが

取 り得るい くつかの手段のそれぞれを 「オプション」 と

いう。オプションの値1は そのオプションがプレイヤー

に採用されることを示 し,値0は そのオプシ ョンが採用

されないことを示 している。プレイヤーのオプションに

対する 口,Olの 任意の組み合わせを 「戦略」 と呼ぶ。

全 プレイヤーがそれぞれある戦略を取ることによって生

じる結果を 「発生事象」 または 「シナリオ」 と呼ぶ。プ

レイヤーがシナリオの優劣(「 選好順位」)を 判断する尺

度を 「評価基準」 という。プレイヤーが このような戦略

を行使 し合 うことによって最終的に落 ち着 く先である発

生事象を 「均衡解」または 「ゲームの解」 という。

メタゲームは,す べてのプレイヤーの持つ評価基準 と

選考順位を既知 として,そ れにプレイヤーが どのように

対応するかを考慮に入れたゲームである。

いくつかの主体が1つ の問題 に直面 しているとき,そ

の解決は非常に困難である。各主体がそれぞれの思惑を

持って行動 しようとしてお り,す べての主体 にとって最

良の状態 にたどり着 くことはできない。そこで,あ る状

態からある主体が動かない,あ るいは動 く必要がない,

という状態を安定 と定義 し,す べての主体 に共通 した安

定状態があるとき,そ の状態 をこの問題の求める解 とす

る。

今,あ る企業が 自杜の社員用の住宅を建設する建築プ

ロジェクトを考える,こ のコンフリク ト問題 に関与する

主体(以 下,プ レイヤーという)は 以下の3つ である。

①建築主である企業

②この住宅に入居する社員

③ この住宅の躯体工事を請負っているゼネコン

これらのプレイヤー間に以下のコンフリク トが生 じる。

企業は,発 注方式 として一式請負方式 と部分請負方式

を選択することができる。

一式請負方式の場合は,ゼ ネコンが単一あるいはごく

限られた複数のデザインで実施するため,一 般に全住戸

が同 じ内装 となり,個 性のないもの となる。部分請負方

式の場合は,社 員の個 々の意向に合わせた内装デザイン

にしたがって,個 別の専門工事業者が内装工事を行 うこ

とがで きるため,個 性的な内装 となる。契約上の請負工

事費は,両 者ほぼ同一とされる。

…式請負方式の場合 ,ゼ ネコンは少数の専 門工事業者

の管理を行 うだけでよく,管 理に要する労力とコス トが

部分請負方式の場合 より少ない。すなわち後者の方が,

工事原価が高 くなる。

この問題に,以 下の5つ のオプションを設定する。

a.一 式請負方式(企 業):躯 体工事 を請負 ったゼ ネ

コンが,各 住戸の内装工事 をも請負い,内 装工事

の管理,専 門工一事業者選定 を行う方式。内装のデ

ザインは単一・あるいは複数(2～3個)と なる。

b.部 分請負方式(企 業):躯 体工事を請負 ったゼネ

コンが,各 住戸の内装工事を請負うが,ゼ ネコン

は内装工事の管理だけを行い,専 門工事業者選定

はゼネコン以外の者が行 う方式,,内 装のデザイン

は住戸ごとに設定できる。

c.入 居 しない(社 員):当 該社宅へ入居 しないこと。

d.プ ロジェク ト放棄(ゼ ネコン):ゼ ネコンが,当



該住宅の躯体工事の請負契約を破棄すること。

e.複 数デザイン案で実施(ゼ ネコン):ゼ ネコンが,

自ら複数(2～3個)の デザイン案 を提供 し,一

式請負方式のもとで内装工事を実施すること。

実行不可能なシナリオを除去 して得 られた,実 行可能

な7つ のシナリオを表5-2に 示す と,以 下のように解釈

できる。

① 現状維持(プ ロジェク トを実施 しない)

② 一式請負方式 ・入居 しない

③ 一式請負方式 ・入居する

④ 複数デザイン案 ・入居 しない

⑤ 複数デザイン案 ・入居する

⑥ 部分請負方式 ・入居する

⑦ 部分請負方式 ・入居 しない

各プレイヤーの評価基準を表5-3に 示す ように設定す

る。選好順位の決定はAHPに より行 う。

安定性分析のアルゴリズムを図5--2に 示す。

得 られた均衡解を表5-4に 示す。この事例では,す べ

てのプレイヤーにとっての安定性がuで ない 「均衡解」

には,シ ナ リオ①(現 状維持),⑤(複 数デザイン案 ・

入居する)と ⑥(部 分請負方式 ・入居する)の3つ があ

る。

コンフリク トの当事者である企業が,プ ロジェク トを

やめることは困難である。ゆえに,シ ナリオ①は,安 定

性分析の結果が均衡解になっているが,当 事者に提供で

きるシナリオ とはしない。

シナリオ⑥は,ゼ ネコンだけ妥協があ り,他 の二者 に

とっては最 も望 ましい解である。よって一者だけに譲歩

を迫 る特別な状況での均衡解 と見な し,採 用 しない。

均衡解シナリオ⑤は,当 事者全員にとって妥協のある

解であ り,本 事例 における最も良い均衡解であると判断

する。

住宅生産においてもコンフリク ト問題は幾多の局面で

発生するが,以 上のようにルールによって具体的に事例

のモデル化 を行い,こ れに関わる関係者のグループ意思

決定 を支援できる分析支援 システムを開発することで問

題を解決できる。

5.3住 宅情報流通システムの変革への一考察

5.3.1は じめに

現在の住宅産業では,住 宅情報流通 という面において

も様々なニーズがあり,消 費者の立場か らもその情報流



通に関するニーズは年々多様化,高 度化 してお り,住 宅

に関する分か りやすい適切な情報が消費者 に提供 され,

消費者のニーズにあった住宅の取得が可能となるような
`住宅情報提供体制の整備'(以 下

,住 宅情報流通 システ

ムの変革 と言 う)が 求められている。

現在の住宅情報流通において,消 費者の代表的な情報

入手先 としては住宅メーカーなどの業者,不 動産業界な

どといったものが挙げ られるが,こ れらのシステムは

Closedな システムであり,消 費者の立場か らはシステム

の内側は不透明で見え難い ものになっている。実際消費

者の住宅取得における流れの中で,こ のような不透明な

システムからくる トラブルも少な くなく,情 報流通にお

ける問題点を見て取ることができる。

ここでは,将 来における社会の流動化 ・情報化などの

社会的背景をふまえ,住 宅産業 における情報流通の変革

として総括的で,タ イム リーな情報ネットの可能性 を検

討 している。

具体的には,以 下の3つ の要素で考察を行っている。

1.住 宅情報内容の分析

2.流 通システムの考察

3.端 末配置計画の検討

これらの考察により,住 宅産業構造の変革への…助 と

することを目的 としている。

4.住 宅 取 得 の トラ ブ ル例

5.コ ス ト情 報

5.3.3住 宅情報流通システムの考察

住宅情報流通システムの検討では,市 場に住宅情報を

流通 させ る場合の,基 盤整備 の観点か ら考察を行 った

(図5-3)。 具体的には,コ ンビニ業界で主流 となってい

るPOSシ ステム(PointofSales:販 売時点情報管理)を

援用 して住宅情・報流通システムの概念設計を行い,情 報

供給者側においてパー トナーシップを構築 して,そ れ ら

を統合する形で公的な性格を持った機関を形成する。そ

こで消費者向けの住宅情報をデータベースに保管 し消費

者に提供する形を取 る。

消費者の立場からは,そ れらの情報にいかに気軽にア

クセスできるかを考 えなくてはならず,そ のために消費

者は身近なコンピュータ端末から情報にアクセスできる

システム構造を考 えている。

5、3.2住 宅情報分析

住宅情報分析では,既 存の調査研究 をサーベ イし,特

に消費者が必要 としている情報内容の抽出を行った。

情報内容は 「消費者の住意識」を基本的なテー一マとし,

総括的な情報としている。住宅性能表示の法制化 も視野

に入れ情報内容の構造 化を行 ってお り,そ の内容は,消

費者のニーズを捉えた 「物件比較情報」,住 宅取得 にお

ける トラブル回避 としての 「教育 ・誘導的システム」と

なっている。具体的には以下に示す ものである。

■物件比較情報

1.場 所性

2.物 件全体情報:主 にマ ンションを中心 にして考

えた分類ではあるが,物 件の規模,構 造,性 能

表示など

3.物 件個別情報:こ れ もマンションを中心に考え

た分類ではあるが,主 に物件の内部情報

4.コ ス ト関連情報

5.取 引関係情報

6.予 定情報:主 に分譲物件における情報。モデル

ルームや販売スケジュールなど

圏教育 ・誘導的システム

1.住 宅性能に関する基本的知識

2.維 持 ・管理情報

3.住 宅取得 フロー及びチェックポイン ト

流通 システムにのる情報 としては,す べての情報を詳

細情報 として消費者に提供 した としても,逆 に消費者の

意思決定を妨げ,情 報比較 としての簡便性を失 うことと

なる。また,消 費者が情報収集する上ですべてをネット

上の情報に頼るようなことがあっては,逆 に トラブルが

増す ようになって しまうだろう。

そのためにも,消 費者のニーズをふまえ,相 関関係を

考えなが ら情報内容を階層化 して分類 し,「物件比較情

報」「教育 ・誘導的 システム」の性格づけを行い整理す

る必要がある。

具体的には,詳 細性を伴 うもの として比較情報を1次,

2次,3次 情報 に分類 し,教 育 ・誘導的システムを1次,

2次 情報に分類 した、、その一例を図5-4に 示す。



5.3.4端 末配置1計画の検討

技術的/経 済的成立条件の検討 として,市 場規模,情

報端末の設置数,情 報へのアクセス確率のパ ラメータを

設定 して,住 宅情報システムの端末配置計画の検討を行

った。

具体的には京都市をモデルとし,1世 帯を消費者単位

として仮定値を用いてシステム全体のコス ト削減 メリッ

トを計算 し,年 間のシステム維持コス トと比較 してシス

テム全体の年間コス トメリットを計算 している。端末機

器は,消 費者自身の端末機器を利用する場合と,専 用端

末 を利用する場合に分けて考えている。

ここでの考察では,ア クセス確率関数を仮定すること

によってシステムのコス トに関する実現性を見て取るこ

とができる。ここではアクセス関数をシグモイド関数 と

してコス トメリッ トを計算 し,消 費者の物件発見確率の

拡大比率 を設定することによって,コ ス トメリットが最

大となる端末数と,シ ステム作成コス ト,デ ータ維持 コ

ス トにかけることが可能なコス トを計算することができ

た。その一例 を図5-5に 示す。

本論文では,ア クセス確率関数 をシグモイ ド関数 とし

て仮定 したために,他 の関数については検討 してお らず,

また,流 通システム構造が具体的に構築で きていないた

めに,コ ス トデータとしても仮定値 を用いての考察にと

どまっている、,流通システムを具体的に構築 し,シ ステ

ムとしての実現性の検討を行 うことを今後の課題 として

おきたい。

5.3.5住 宅情報流通システムの展望

現在のシステムにおいては,消 費者 と住宅供給者 との

間の距離は非常に大きいものであ り,そ のために消費者

にとって供給者側のシステムは不透明で分か り難いもの

であった。 しか し,供 給者によって情報が自由化 され,

オープンに展開されれば,両 者間の距離は縮まり,消 費

者にとって不透明であったシステムを透明化することが

できるであろう。

新システムでは,企 業の枠を越えた総括的な情報 を,

タイムリーな情報として消費者が気軽 に手に入れること

が可能となる。消費者は住宅に関する情報を,自 分の意

思により身近な端末で自由に引 き出すことができ,全 国

的な様々な物件情報を比較検討で きるようになる。また,

住宅に関する専門的な知識についても総括的に学ぶこと

がで き,住 宅取得 を身近なこととして感 じることがで き

るようになるだろう。そのようなことから,消 費者の行

動は受動的な形か ら能動的な形へと変化 し,企 業側から

の一方的な顧客開発活動 は改善 され,消 費者の心理的負

担 と,企 業のコス ト的負担 は軽減 されることとなるだろ

う。

6.ま とめ

前章までに述べた現状において,住 宅生産 システムの

革新は5つ の動 きとしてまとめることがで きる。第1は,

情報化によって生産システム構成者それぞれの内部革新

を推進 していることである。第2は,多 様 な調達方式

(プロジェク トの実施方式,専 門工事業者選定等)の 出

現 とインターネットを使った試行的実践である。第3は,

建築主側に立った多様 な業務 ・サービスの顕在化 と様々

な担当主体の出現である。第4は,設 計者相互で,あ る

いは施工者相互での情報共有が徐々に行われていること

である。第5は,官 民一体となった生産システムの見直

しに見 られるように,生 産システム構成者間あるいはと

きには行政までをも巻 き込んだ協同による生産 システム

の改善の動 きである。

今後予想 される生産システムの革新 と産業構造 の変革

の方向は大きくは以下の6つ にまとめることができる。

第1は,情 報化の進展 による建築主,設 計者,施 工者間



のプロジェク ト単位あるいは日常業務 としての協同化 と

従来の階層化 されたプロジェク ト組織のフラット化であ

る。第2は,住 宅生産システムの川上から川下 まで一貫

した思想のもとにコントロールない しマネジメントをす

るための しくみ,方 法論 を確立することである。第3は,

多様化する業務 ・サービスに対応 したより一層複雑 ・多

岐な職能 ・コンサルタントの出現である。第4は,そ れ

に呼応 して業務 ・サービスを中心に した生産者組織(設

計事務所,ゼ ネコン,プ レハブメーカー,専 門工事業を

問わず)の 再編成が始まることである。第5は,生 産者

側の重層構造が徐々に解消の方向に向い,ま た,ゼ ネコ

ン各社に存在する協力会組織の選択的縮小化が進行する

ことである。言い方 を換えれば,ゼ ネコ ン,専 門工事業

界の垂直的統合のあ り方が変化するのである。 また,こ

れらの変革に伴って,各 主体の情報公開が有力な受注戦

略に直結する可能性が高 くなる,こ れが第6の 方向であ

る。

以上のような生産 システムの革新と産業構造の変革の

方向は以下の4つ の課題の解決/確 立に依存 している。

まず第1は,多 様 な業務 ・サービスを実施する職能の確

立 と法制度 との整合性を確保できるかどうか。第2は,

これらの多様な業務 ・サービスを提供する主体に対する

与信制度が整備で きるかどうか。第3に.住 宅生産シス

テムを構成する主体,サ ブシステムのアカウンタビリテ

ィがいかなるものか。第4に,ア カウンタビリティの主

要な部分になると目される しくみ,ソ フ ト技術が積極的

かつ効果的に開発 されるかどうか。

いずれにせよ,生 産システムの革新と産業構造の変革

は,主 体の如何を問わず,ま ずは諸課題の解決策 を実践

する場面が提供できるか どうか,実 践する勇気があるか

どうかに依存 している。
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